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・
６
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・
・
６

四

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
６
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農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○

農
林
水
産
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
八
号
）
（
抄
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

農
林
水
産
省
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
所
掌
事
務

第
一
節

農
林
水
産
省
の
設
置
（
第
二
条
）

第
二
節

農
林
水
産
省
の
任
務
及
び
所
掌
事
務
（
第
三
条
・
第
四
条
）

第
三
章

本
省
に
置
か
れ
る
職
及
び
機
関

第
一
節
〜
第
四
節

（
略
）

第
五
節

地
方
支
分
部
局
（
第
十
七
条
―
第
二
十
二
条
）

第
四
章

（
略
）

附
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
農
林
水
産
省
の
設
置
並
び
に
任
務
及
び
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
必
要
と
な
る
明
確
な
範
囲
の
所
掌
事
務
を
定
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
所
掌
す
る
行
政
事
務

を
能
率
的
に
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
組
織
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
設
置
）

第
二
条

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
農
林
水
産
省
を
設
置
す
る
。

２

農
林
水
産
省
の
長
は
、
農
林
水
産
大
臣
と
す
る
。

（
任
務
）

第
三
条

農
林
水
産
省
は
、
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
、
農
林
水
産
業
の
発
展
、
農
林
漁
業
者
の
福
祉
の
増
進
、
農
山
漁
村
及
び
中
山
間
地
域
等
の
振
興
、
農
業
の
多
面
に
わ
た
る

機
能
の
発
揮
、
森
林
の
保
続
培
養
及
び
森
林
生
産
力
の
増
進
並
び
に
水
産
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
図
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

（
所
掌
事
務
）
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第
四
条

農
林
水
産
省
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
に
関
す
る
政
策
（
食
品
衛
生
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

農
林
水
産
業
に
係
る
国
土
の
総
合
開
発
及
び
国
土
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

農
業
協
同
組
合
、
森
林
組
合
、
漁
業
協
同
組
合
そ
の
他
の
農
林
水
産
業
者
の
協
同
組
織
の
発
達
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
掌
事
務
に
係
る
一
般
消
費
者
の
利
益
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

五

日
本
農
林
規
格
及
び
農
林
物
資
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
に
関
す
る
こ
と
（
農
林
物
資
の
品
質
に
関
す
る
表
示
の
基
準
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

六

飲
食
料
品
（
酒
類
を
除
く
。
）
及
び
油
脂
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七

卸
売
市
場
の
整
備
及
び
中
央
卸
売
市
場
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

八

商
品
市
場
に
お
け
る
取
引
及
び
商
品
投
資
の
監
督
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

九

食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
の
発
達
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十

食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
に
お
け
る
資
源
の
有
効
な
利
用
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

所
掌
事
務
に
係
る
物
資
に
つ
い
て
の
輸
出
入
並
び
に
関
税
及
び
国
際
協
定
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
所
掌
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

所
掌
事
務
に
係
る
国
際
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

農
畜
産
物
（
蚕
糸
を
含
む
。
）
の
生
産
、
流
通
及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

農
林
水
産
物
の
食
品
と
し
て
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
生
産
過
程
に
係
る
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
食
品
衛
生
に
関
す
る
こ
と
及
び
環
境
省
の
所
掌
に
係
る

農
薬
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

十
五

農
作
物
の
作
付
体
系
の
合
理
化
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

農
林
水
産
植
物
の
品
種
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

家
畜
（
家
き
ん
及
び
み
つ
ば
ち
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
改
良
及
び
増
殖
並
び
に
取
引
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

農
地
の
土
壌
の
改
良
並
び
に
汚
染
の
防
止
及
び
除
去
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

草
地
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

病
虫
害
の
防
除
、
家
畜
の
衛
生
並
び
に
輸
出
入
に
係
る
動
植
物
及
び
畜
産
物
の
検
疫
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

獣
医
師
及
び
獣
医
療
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

肥
料
、
農
機
具
、
農
薬
、
飼
料
そ
の
他
の
農
畜
産
業
専
用
物
品
（
蚕
糸
業
専
用
物
品
及
び
林
業
専
用
物
品
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
産
、
流
通

及
び
消
費
の
増
進
、
改
善
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
経
済
産
業
省
が
そ
の
生
産
を
所
掌
す
る
農
畜
産
業
専
用
物
品
の
生
産
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

二
十
三

農
業
機
械
化
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

中
央
競
馬
及
び
地
方
競
馬
の
監
督
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

農
業
経
営
の
改
善
及
び
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六

農
業
を
担
う
べ
き
者
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。
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二
十
七

農
業
労
働
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
八

農
業
技
術
の
改
良
及
び
発
達
並
び
に
農
業
及
び
農
林
漁
業
従
事
者
の
生
活
に
関
す
る
知
識
の
普
及
交
換
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九

農
地
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

三
十

農
地
の
権
利
移
動
そ
の
他
農
地
関
係
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
一

農
業
構
造
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
二

農
業
者
年
金
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
三

農
業
災
害
補
償
、
森
林
保
険
並
び
に
漁
船
損
害
等
補
償
、
漁
船
乗
組
員
給
与
保
険
及
び
漁
業
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
四

農
林
水
産
業
及
び
食
品
産
業
そ
の
他
の
所
掌
に
係
る
事
業
の
振
興
の
た
め
の
金
融
上
の
措
置
に
関
す
る
企
画
及
び
立
案
並
び
に
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
五

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
、
農
林
中
央
金
庫
、
農
業
信
用
基
金
協
会
、
漁
業
信
用
基
金
協
会
及
び
農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構
の
業
務
の
監
督
に
関
す
る

こ
と
。

三
十
六

削
除

三
十
七

農
住
組
合
の
設
立
及
び
業
務
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
八

農
山
漁
村
及
び
中
山
間
地
域
等
（
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
山
間
地
域
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
振
興
に
関
す
る
総
合
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三
十
九

豪
雪
地
帯
（
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
豪
雪
地
帯
を
い
う
。
）
の
雪
害
防
除
及
び
振
興
に
関
す
る
総
合
的

な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四
十

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
そ
の
他
農
山
漁
村
の
総
合
的
な
振
興
計
画
の
作
成
及
び
実
施
に
つ
い
て
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
一

中
山
間
地
域
等
に
お
け
る
農
業
の
生
産
条
件
に
関
す
る
不
利
を
補
正
す
る
た
め
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
二

土
地
、
水
そ
の
他
の
資
源
の
農
業
上
の
利
用
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
三

農
地
の
転
用
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
四

農
業
水
利
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
五

交
換
分
合
の
指
導
及
び
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
六

土
地
改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
、
区
画
整
理
、
干
拓
、
農
地
又
は
そ
の
保
全
若
し
く
は
利
用
上
必
要
な
施
設
若
し
く
は
農
業
用
施
設
の
災
害
復
旧
そ
の
他
土
地
の
農

業
上
の
利
用
を
維
持
及
び
増
進
す
る
の
に
必
要
な
事
業
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
七

農
地
の
保
全
に
係
る
海
岸
の
整
備
、
利
用
、
保
全
そ
の
他
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
八

農
地
の
保
全
に
係
る
地
す
べ
り
防
止
に
関
す
る
事
業
に
関
す
る
こ
と
並
び
に
農
地
の
保
全
に
係
る
ぼ
た
山
の
崩
壊
の
防
止
に
関
す
る
事
業
の
助
成
及
び
監
督
に
関
す
る

こ
と
。

四
十
九

農
山
漁
村
に
滞
在
し
つ
つ
行
う
農
林
漁
業
の
体
験
そ
の
他
の
農
山
漁
村
と
都
市
と
の
地
域
間
交
流
に
関
す
る
こ
と
。

五
十

市
民
農
園
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。
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五
十
一

主
要
食
糧
の
生
産
、
集
荷
、
消
費
そ
の
他
需
給
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
二

主
要
食
糧
の
輸
入
に
係
る
納
付
金
の
徴
収
そ
の
他
輸
入
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
三

主
要
食
糧
の
買
入
れ
及
び
売
渡
し
の
価
格
の
決
定
並
び
に
主
要
食
糧
の
価
格
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
四

輸
入
飼
料
の
買
入
れ
、
保
管
及
び
売
渡
し
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
五

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
よ
る
農
産
物
の
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

五
十
六
〜
八
十
三

（
略
）

八
十
四

農
林
水
産
業
に
係
る
保
護
増
殖
事
業
（
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
六
条
第
二
項
第
五
号
に

規
定
す
る
保
護
増
殖
事
業
を
い
う
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

八
十
五

政
令
で
定
め
る
文
教
研
修
施
設
に
お
い
て
、
所
掌
事
務
に
関
す
る
研
修
を
行
う
こ
と
。

八
十
六

農
林
水
産
技
術
に
つ
い
て
の
試
験
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

八
十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
法
律
（
法
律
に
基
づ
く
命
令
を
含
む
。
）
に
基
づ
き
農
林
水
産
省
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
務

第
三
章

本
省
に
置
か
れ
る
職
及
び
機
関

第
五
節

地
方
支
分
部
局

（
設
置
）

第
十
七
条

本
省
に
、
次
の
地
方
支
分
部
局
を
置
く
。

地
方
農
政
局

北
海
道
農
政
事
務
所

（
地
方
農
政
局
）

第
十
八
条

地
方
農
政
局
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一

第
四
条
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
、
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
、
第
二
十
号
（
病
虫
害
の
防
除
及
び
家
畜
の
衛
生
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
第
二
十
一
号
（
獣
医
療
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
四

号
（
助
成
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
十
五
号
（
農
業
信
用
基
金
協
会
の
業
務
の
監
督
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
三
十
七
号
、
第
四
十
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
、

第
五
十
二
号
（
納
付
金
の
徴
収
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
及
び
第
八
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

二

農
林
水
産
業
及
び
こ
れ
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る
統
計
そ
の
他
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
統
計
の
作
成
及
び
提
供
並
び
に
そ
の
作
成
に
必
要
な
調
査
に
関
す
る
こ

と
。

三

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。
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２

地
方
農
政
局
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
及
び
内
部
組
織
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
地
方
農
政
事
務
所
及
び
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
）

第
十
九
条

地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
（
第
四
条
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
地
方
農
政
事
務

所
を
置
く
。

２

地
方
農
政
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

地
方
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

４

農
林
水
産
大
臣
は
、
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地

に
、
地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

５

地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
又
は
こ
れ
ら
の
支
所
）

第
二
十
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
地
方
農
政
局
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
四
条
第
四
十
六
号
か
ら
第
四
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、

地
方
農
政
局
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
又
は
こ
れ
ら
の
支
所
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

地
方
農
政
局
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
又
は
こ
れ
ら
の
支
所
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
北
海
道
農
政
事
務
所
）

第
二
十
一
条

北
海
道
農
政
事
務
所
は
、
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

一

第
四
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
二
十
五
号
（
農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
規
定
に
よ
る
交
付
金
の
交
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
十
一
号
、
第
五
十
二
号
（
納
付
金
の
徴
収
に
係
る
も
の
に
限

る
。
）
、
第
五
十
四
号
、
第
五
十
五
号
及
び
第
八
十
七
号
に
掲
げ
る
事
務

二

農
林
水
産
業
及
び
こ
れ
に
従
事
す
る
者
に
関
す
る
統
計
そ
の
他
農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
統
計
の
作
成
及
び
提
供
並
び
に
そ
の
作
成
に
必
要
な
調
査
に
関
す
る
こ

と
。

三

農
林
水
産
省
の
所
掌
事
務
に
係
る
情
報
の
収
集
、
整
理
、
分
析
及
び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

２

北
海
道
農
政
事
務
所
の
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
政
令
で
定
め
る
。

３

北
海
道
農
政
事
務
所
の
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

（
北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
二
条

農
林
水
産
大
臣
は
、
北
海
道
農
政
事
務
所
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
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北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

北
海
道
農
政
事
務
所
の
統
計
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、
所
掌
事
務
及
び
内
部
組
織
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

○

農
産
物
検
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
（
抄
）

（
照
会
）

第
二
十
七
条

登
録
検
査
機
関
は
、
品
位
等
検
査
の
適
正
な
実
施
の
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
地
方
農
政
局
長
、
地
方
農
政
事
務
所
長
、
北
海
道
農
政
事
務
所
長
そ
の
他
の
政
令

で
定
め
る
行
政
機
関
に
照
会
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
行
政
機
関
は
、
当
該
照
会
を
し
た
登
録
検
査
機
関
に
対
し
て
、
照
会
に
係
る
事
項
の
通
知
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

○

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
三
号
）
（
抄
）

（
都
道
府
県
が
処
理
す
る
事
務
等
）

第
五
十
三
条

（
略
）

２

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
権
限
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
農
政
局
長
又
は
北
海
道
農
政
事
務
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
農
政
局
長
に
委
任
さ
れ
た
権
限
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
農
政
事
務
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
二
十
三
号
）
（
抄
）

附

則

（
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
け
る
国
有
財
産
の
使
用
の
特
例
）

第
三
十
九
条

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
と
一
般
会
計
と
の
間
に
お
い
て
無
償
と
し
て
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

地
方
農
政
局
又
は
地
方
農
政
事
務
所
の
事
務
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
食
料
安
定
供
給
特
別
会
計
に
所
属
す
る
国
有
財
産
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

一
般
会
計
に
お
い
て
使
用
さ
せ
る
と
き
。

二

（
略
）


